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No.

地域生活�
支援事業�

訓練等給付�

介　護�
給　付�

調査は行いません�

※一部の事業所を除く�

調査は行いますが、�
障害程度の区分の認�
定は行いません�

①居宅介護、短期入所�

　児童デイサービス�

②行動援護�

③重度障害者等包括支援�

④重度訪問介護�

市町村�
審査会�

障害程度�
区分の認定�

障
害
程
度
区
分�

認
定
調
査�

認
定
調
査
員
に
よ
る
調
査�

障
　
害
　
児�

障
　
害
　
者� 支

　
給
　
決
　
定�

認定書�

障害程度区分認定調査

支
援
費
に
お
け
る
福
祉

サ
ー
ビ
ス
は
、
大
き
く
居

宅
サ
ー
ビ
ス
と
施
設
サ
ー

ビ
ス
に
分
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
障
害
者
自
立
支

援
法
に
お
け
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
で
は
、
介
護
給
付
、
訓
練
等
給
付
、
地
域
生

活
支
援
事
業
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
障
害
者
自

立
支
援
法
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
は
こ
の
他

に
補
装
具
と
自
立
支
援
医
療
が
あ
り
ま
す
）。

介
護
給
付
、
訓
練
等
給
付
に
つ
い
て
は
、
支
給

決
定
手
続
き
の
透
明
化
・
公
平
化
を
図
る
観
点
か

ら
、「
障
害
程
度
区
分
」
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

現
在
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
人
か
ら

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
を
希
望
す
る
人
は
、
ま
ず
障
害
程
度
区
分

の
認
定
調
査
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
町
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

調
査
は
認
定
調
査
員
が
事
前
に
訪
問
日
時
を
伺

っ
て
か
ら
行
い
ま
す
。
通
常
は
、
認
定
調
査
員
１

名
で
行
い
ま
す
が
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
あ

た
っ
て
事
前
に
相
談
が
必
要
な
人
、
重
度
障
害
の

人
等
の
場
合
は
２
名
で
訪
問
し
調
査
を
行
い
ま
す
。

１８
歳
以
上
の
人
の
場
合
１０６
項
目
の
事
項
に
つ
い

て
行
い
ま
す
が
、
児
童
（
１８
歳
未
満
の
人
）
の
場

合
、
成
長
過
程
に
あ
り
、
身
体
の
状
況
も
変
化
す

る
こ
と
か
ら
、
調
査
項
目
は
別
に
な
り
ま
す
。

支
給
決
定
の
手
続
き
で
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
下
記
の
健
康
福
祉
課
社
会
福
祉
係
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼問い合せ先＝健康福祉課 社会福祉係 ��９１２８

町営住宅入居者募集
▼募 集 住 宅＝下町第一（昭和５１年建築 ２階建て）２ＤＫ １戸
▼受 付 期 間＝７月３日�～１４日�（土・日・祝祭日を除く）
▼入居可能日＝８月１日�
▼家 賃 月 額＝１２，６００円～２７，６００円（※入居者の年収により決まります）

※入居には、家賃の３か月分の敷金が必要です。
▼問い合せ先＝都市建設課 管理係 ��９１４６

広報かみのかわ １８．７．１ １４


